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【 請 求 項 １ 】
　 著 作 権 保 護 さ れ た サ ー ビ ス を 記 録 す る た め に 番 組 デ ー タ を 記 録 機 器 へ 出 力 す る 出 力 端 子
と 、 著 作 権 保 護 の た め の 第 １ の 著 作 権 保 護 機 構 と 第 ２ の 著 作 権 保 護 機 構 を 有 す る 受 信 装 置
に お い て 、
　 前 記 出 力 端 子 に 接 続 さ れ る 記 録 機 器 の 著 作 権 保 護 機 構 の 装 備 状 況 を 確 認 す る 手 段 と 、
　 前 記 確 認 手 段 に よ る 確 認 結 果 に 応 じ て 、 前 記 第 １ の 著 作 権 保 護 機 構 と 前 記 第 ２ の 著 作 権
保 護 機 構 を 切 り 替 え て 前 記 出 力 端 子 へ 番 組 デ ー タ を 出 力 す る 切 り 替 え 制 御 手 段 と 、
を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　

　

備 し た こ と を 特 徴 と す 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　

装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　

こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 記 載 の 受 信 装 置 。

前 記 第 １ の 著 作 権 保 護 機 構 は 、 記 録 時 に 用 い ら れ た 前 記 記 録 装 置 を 用 い る 場 合 に 、 再 生
を 可 能 と す る 限 定 再 生 を 実 現 す る 再 生 機 器 固 有 限 定 方 式 の 著 作 権 保 護 方 式 で あ り 、 前 記 確
認 手 段 に よ り 著 作 権 保 護 機 構 の な い 記 録 装 置 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 場 合 に は 、 前 記 第 １
の 著 作 権 保 護 機 構 を 使 っ た デ ー タ を 記 録 装 置 に 出 力 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の
受 信

著 作 権 保 護 さ れ た サ ー ビ ス を 記 録 す る た め に 番 組 デ ー タ を 記 録 機 器 へ 出 力 す る 出 力 端 子
と 、 著 作 権 保 護 の た め の 複 数 の 著 作 権 保 護 機 構 と 、 前 記 出 力 端 子 に 接 続 さ れ る 記 録 機 器 の
著 作 権 保 護 機 構 の 装 備 状 況 を 確 認 す る 手 段 を 有 す る 受 信 装 置 に お い て 、

前 記 確 認 す る 手 段 に よ る 確 認 結 果 を も と に 前 記 出 力 端 子 か ら 出 力 す る 記 録 デ ー タ の 著 作
権 保 護 手 法 を ユ ー ザ に 選 択 さ せ る た め の 選 択 手 段 、
を 具 る 受

前 記 選 択 手 段 は 、 前 記 複 数 の 記 録 機 器 の な か で 、 著 作 権 保 護 機 構 を 具 備 し た 機 器 を 選 択
可 能 に 表 示 す る 選 択 制 限 手 段 、
を さ ら に 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 受 信

前 記 複 数 の 著 作 権 保 護 機 能 は 、 少 な く と も 記 録 時 に 用 い ら れ た 前 記 記 録 装 置 に よ る 再 生
を 許 可 す る 限 定 再 生 を 実 現 す る 再 生 機 器 固 有 限 定 方 式 の 著 作 権 保 護 方 式 を 含 ん だ

３



【 請 求 項 ６ 】
　

　

　
　

装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　

　
　

　

と を 特 徴 と す 組 記 録 制 御 。
【 請 求 項 ８ 】
　
　

　

　

組 記 録 。
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著 作 権 保 護 さ れ た サ ー ビ ス を 記 録 す る た め に 番 組 デ ー タ を 記 録 機 器 へ 出 力 す る 出 力 端 子
と 、

前 記 出 力 端 子 に 接 続 さ れ る 複 数 の 記 録 機 器 の 著 作 権 保 護 機 構 の 装 備 状 況 を 確 認 す る 確 認
手 段 と 、

前 記 番 組 デ ー タ に 含 ま れ る 著 作 権 保 護 情 報 を 認 識 す る 手 段 と 、
前 記 番 組 デ ー タ に 含 ま れ る 著 作 権 保 護 情 報 と 前 記 複 数 の 記 録 機 器 の 著 作 権 保 護 機 構 装 備

情 報 に 従 っ て 、 前 記 番 組 デ ー タ の 記 録 先 を 自 動 的 に 切 り 替 え る 切 り 替 え 手 段 と 、
を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 番 組 記 録 制 御

信 号 入 力 部 に 入 力 さ れ る 信 号 （ 番 組 ） を 、 そ の 番 組 の 著 作 権 保 護 情 報 に 従 っ て 記 録 機 器
に 出 力 す る 番 組 記 録 制 御 方 法 に お い て 、

ネ ッ ト ワ ー ク 上 に 配 置 さ れ た 記 録 機 器 に 著 作 権 保 護 機 構 の 装 備 の 有 無 を 確 認 し 、
信 号 を 出 力 し よ う と す る 記 録 機 器 に 著 作 権 保 護 機 構 が 装 備 さ れ て い る こ と が 確 認 さ れ た

場 合 に は 、 番 組 の 著 作 権 保 護 情 報 に 対 応 す る 著 作 権 保 護 機 構 を 用 い て 信 号 を 記 録 す る よ う
記 録 機 器 に 信 号 を 出 力 し 、

信 号 を 出 力 し よ う と す る 記 録 機 器 に 著 作 権 保 護 機 構 が 装 備 さ れ て い な い こ と が 確 認 さ れ
た 場 合 に は 、 独 自 の 保 護 機 構 を 用 い て 信 号 を 記 録 す る よ う 記 録 機 器 に 信 号 を 出 力 す る か 、
記 録 を 禁 止 す る
こ る 番 方 法

ネ ッ ト ワ ー ク 上 に 位 置 さ れ 、 外 部 か ら 供 給 さ れ る 信 号 （ 放 送 ） を 受 信 す る 受 信 装 置 と 、
ネ ッ ト ワ ー ク 上 に 位 置 さ れ 、 受 信 装 置 か ら の 信 号 を 、 著 作 権 保 護 規 則 に 従 っ て 記 録 可 能

な 第 １ の 記 録 装 置 と 、
ネ ッ ト ワ ー ク 上 に 位 置 さ れ 、 受 信 装 置 か ら の 信 号 を 、 著 作 権 保 護 規 則 に 拘 わ り な く 記 録

可 能 な 第 ２ の 記 録 装 置 と 、
前 記 第 １ の 記 録 装 置 お よ び 前 記 第 ２ の 記 録 装 置 に 著 作 権 保 護 規 則 に 従 う 著 作 権 保 護 機 構

が 設 け ら れ て い る か 否 か を 検 出 可 能 な 検 出 部 を 含 み 、 前 記 受 信 装 置 に 外 部 か ら 供 給 さ れ た
信 号 に 著 作 権 保 護 規 則 が 適 用 さ れ て い る 場 合 は 、 前 記 第 １ の 記 録 装 置 に 対 し て 著 作 権 保 護
機 構 を 用 い て 信 号 を 記 録 す る よ う 、 外 部 か ら 供 給 さ れ る 信 号 を 出 力 す る 番 組 記 録 制 御 装 置
と 、
を 含 む 番 シ ス テ ム
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